
平
成
三
十
年
六
月
十
三
日
提
出

質

問

第

三

八

二

号

柔
道
整
復
師
法
第
十
七
条
の
「
医
師
の
同
意
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

青

山

大

人
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柔
道
整
復
師
法
第
十
七
条
の
「
医
師
の
同
意
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

柔
道
整
復
師
法
第
十
七
条
（
施
術
の
制
限
）
は
「
柔
道
整
復
師
は
、
医
師
の
同
意
を
得
た
場
合
の
ほ
か
、
脱
臼
又
は
骨
折
の

患
部
に
施
術
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
応
急
手
当
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
平
成
十
八
年
七
月
山
口
県
医
師
会
報
第
一
七
五
一
号
五
六
八
頁
「
�
代
替
医
療
の
問
題
」
に
お
い
て
、
同
法
第
十

七
条
の
「
医
師
の
同
意
」
に
つ
き
医
師
に
対
し
「
安
易
に
同
意
書
は
書
か
な
い
で
欲
し
い
。
」
旨
の
記
載
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
同
法
に
お
い
て
柔
道
整
復
師
は
「
医
師
の
同
意
」
を
得
れ
ば
「
脱
臼
又
は
骨
折
の
患
部
」
の
「
施
術
」
が

認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
情
で
は
、
医
師
会
の
方
針
で
医
師
が
同
意
書
を
書
く
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
、
柔
道
整
復
師
の

施
術
の
機
会
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

同
法
第
十
七
条
の
「
医
師
の
同
意
」
を
避
け
る
よ
う
医
師
会
が
医
師
に
求
め
る
こ
と
は
、
柔
道
整
復
師
の
施
術
の
機
会
を

不
当
に
妨
げ
る
も
の
で
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


